
  

宿泊事業者が自ら営む宿泊施設等又は、住宅宿泊事業者が自ら営む住宅宿泊事業の用に供する施設を

改修等してテレワークに対応したテレワーク環境を整えるものに、その費用の一部を補助します。 

 

安曇野市役所 本庁舎３階３番窓口 

商工観光スポーツ部 商工労政課 商工労政担当 

〒399-8281 長野県安曇野市豊科 6000 番地 

TEL：0263-71-2041 FAX：0263-72-1340 

Mail：shokorosei@city.azumino.nagano.jp 

お問い合わせ 

安曇野市ワーケーション 

受入環境整備事業 

  対 象 者 

安曇野市内で 

旅館業または住宅宿泊事業を 

営んでいる方 

1/２ 

□改修工事費（税抜き） 

50 万 

□市税に滞納がないこと 

□インターネットの 

同時接続可能台数が５台以上 

□施設改修または備品購入をし、 

テレワーク環境を整えること 

HP
は 

こ
ち
ら 

 補助要件  

 対象経費  

□備品購入費（税抜き） 

 補 助 率   補助上限  

部屋を拡張する工事、防音効果を高める工事 

着工前にご相談ください！ 

裏面の申請方法もご覧ください 

 

 

プロジェクター、スクリーン、プリンター、椅子、机 
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込

申請の流れ 

 

申請に必要な書類 

□補助金交付申請書★ 

□事業実施計画書★ 

□確定申告書又は開業届に受領印が押印されているもの（写） ※個人事業主の

み 

□登記事項証明書及び定款（写） ※法人のみ 

□滞納がないことを確認できる納税証明書 ※市外在住者のみ 

□旅館業法（昭和 23年法律第 138号）第３条第１項の許可証（写） 

又は住宅宿泊事業法（平成 29年法律第 65号）第３条第１項の届出（写） 

□見積書等経費が分かる書類（写） 

□設備等の仕様が分かる製品カタログ等（設備等の設置に限る。） 

□改修工事の内容がわかる図面（改修工事に限る。） 

□設備等の設置前及び改修工事の着工前の写真 

実績報告に必要な書類 

□実績報告書★ 

□経費の支払いを証明する書類（写） 

□設備等の設置及び工事内容がわかる写真 

□インターネットの同時接続可能台数が分かる資料（写）又は写真 
★市役所のホームページに様式及び記載例がございますのでご利用ください 

 

 

テレワーク環境を整備された皆様 
「信州リゾートテレワーク対応施設マップ」 

の登録にご協力ください。 

詳
細
は 

県
の
ＨＰ
へ 

支払い完了後 30日以内 

約 ２ 週

間 

 


